
 

審議会等の会議結果報告 

 

 

１．会 議 名 令和３年度松阪市生活困窮者等就労支援事業運営協議会臨時会 

２．開 催 日 時 令和４年３月２２日（火）午後２時から午後３時２０分 

３．開 催 場 所 松阪市殿町１３４０番地１ 松阪市役所 ５階 右第２会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）◎ 石川 圭一、○ 中尾 龍一、 横田 由美、 

草野  貴伸、   西山 隆明、 伊藤 由里 

松田 佳浩、   北川 顕宏 

（◎会長 ○会長代理） 

（事務局）  地域福祉課 生活サポート係 

       甚野浩一生活支援担当監 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 １人 

７．担 当 

松阪市殿町１３４０番地１ 

松阪市 健康福祉部 地域福祉課 生活サポート係 

担当者 ： 甚野、青木 

電 話    ０５９８－５３－４６７０ 

ＦＡＸ    ０５９８－２６－９１１３ 

e-mail seikatsu＠city.matsusaka.mie.jp 

 

協議事項 

 １．令和３年度一体的実施事業の事業評価について 

 ２．令和４年度一体的実施事業の事業実施計画（案）について 

 ３．その他 

 

議事録 

 別紙 



令和３年度松阪市生活困窮者等就労支援事業運営協議会臨時会 

 

日時：令和４年３月２２日（火） 午後２時００分～午後３時２０分 

場所：松阪市役所 ５階右第２会議室 

参加：松阪市福祉事務所所長 石川 圭一 

三重労働局 職業安定部長 中尾 龍一、訓練室長 横田 由美 

松阪公共職業安定所所長 草野 貴伸、統括職業指導官 西山 隆明 

松阪市福祉事務所 生活保護担当参事兼課長 松田 佳浩 

こども支援課長 北川 顕宏、地域福祉担当参事兼課長 伊藤 由里 

（事務局） 地域福祉課 生活支援担当監 甚野 浩一 

 

・会長あいさつ（福祉事務所所長） 

・会長代理あいさつ（三重労働局 職業安定部長） 

・自己紹介 

 

【三重労働局 説明】 

協議事項（１）令和３年度一体的実施事業の事業評価について 

・令和３年４月現在、１８４団体（３３道府県１５１市区町）で実施中。 

・県下では平成２６年度から四日市市と松阪市で実施。 

・令和２年度の就職件数、就職率はともに前年度より低下、就職実績としては下降局面。 

  新型コロナウイルス感染症拡大による臨時閉庁や来所自粛に加え、例年実施している

面接会を中止・延期した施設もあったこと、マッチング機会の減少もあり低下につな

がった。 

ただ、ハローワーク全体の就職率を上回っていることから、一体的実施の連携の成果

が伺える。 

・事業実施状況について、令和３年度の目標に対し、１月末の実績で、松阪市は四日市

市より良い。【就職者数：松阪市／目標１２１人・実績１０５人、四日市市／目標１

２１人・実績８３人】 

 

【松阪公共職業安定所 説明】 

令和３年度一体的実施事業の事業評価について 

・令和３年度運営協議会は新型コロナウイルスのため書面決議により実施。 

・２月末時点だが、令和３年度は支援対象者数１２４名（前年同月比△２７％）、就職

者数１０６名（前年同月比△１１％）の実績で、上半期は目標数値を達成維持できて

いたが、下半期は新型コロナウイルスの影響等で窓口訪問数は減少、１０月をピーク

に目標数値を下回る結果となっている。就職者数も７月１５名いたが、１桁代に減っ

てきて年間目標達成は厳しい状況である。 

・目標未達成の要因としては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、対象利用

者の窓口の利用減、予約相談もしていたが辞退者が増えたこと、他は間接的な就職を

する方が増え就労意欲の高い支援対象者が減少傾向にあること。また、住居確保給付 

 



金受給者数の減、児童扶養手当受給者についてキャンペーン等行ったが、利用者は減

少傾向である。生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合も増え、就労意欲の高い方（支

援対象者）が減ってきていることもある。高齢者世帯の就労の意欲の向上が次年度に

ついても大きな課題と考えている。 

・支援対象者数、就職者数は昨年度より減少しているが、就職率（８５．５％）いいの

が松阪市の特徴。マッチング力を高めた就職をしている。 

・就労の広場の利用者２４名にアンケートをとったところ、全体的な満足度は１００％。 

 ・求職者支援制度の案内。 

 

委員からの意見 

・アンケートの満足度すごくよい。就労支援員が年度途中で不在となったが、この結果

には驚いている。上手くやっていただいたと思う。 

・一人親家庭は生活厳しい方多いが、行政としては自立してもらいたい。児童扶養手当

は一時的なものと思っている。こども係には就労相談員はいないが、どの係員でも窓

口で対応できるようにしている。就労の話があればハローワークにつないでいる。場

所も良いところにあり、案内もしやすい。体制としてはいいのかなと思っている。 

・生活相談支援センターの隣に設置されていることで、市民の方も気軽に利用していた

だける。皆さん、凄く親切だというお声を聞いている。面接の仕方なども丁寧に教え

てもらったということも聞いている。 

 

 ＜ 異議なし 承認 ＞ 

 

協議事業（２）令和４年度一体的実施事業の事業運営計画（案）について 

・１事業内容（１）目的、（２）支援対象者、（３）業務内容、（４）設置場所、２業務

運営体制（１）体制、（２）業務取扱日及び時間、（３）運営管理、３事業目標 

・令和４度目標値 

支援対象者１８０人以上、就労者数１２１人以上 

 

委員からの意見 

・保護課から令和４年度の体制について補足説明。 

 

 ＜ 異議なし 承認 ＞ 

 

【その他】 

・なし 

 

閉会のあいさつ 

 

午後３時２０分 閉会 

 


